
 

亀 山 市 印 鑑 の 登 録 及 び 証 明 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

こ こ に 公 布 す る 。  

  令 和 元 年 １ ２ 月 ２ 日  

       亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 条 例 第 ２ ４ 号  

 

   亀 山 市 印 鑑 の 登 録 及 び 証 明 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例  

 

亀 山 市 印 鑑 の 登 録 及 び 証 明 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例

第 １ ０ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

（ ２ ） 意 思 能 力 を 有 し な い 者 （ 前 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ）  

第 ５ 条 第 ３ 項 中 「 記 載 」 の 次 に 「 （ 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り

磁 気 デ ィ ス ク （ こ れ に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し

て お く こ と が で き る 物 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を も っ て 調 製 す る 住 民

票 に あ っ て は 、 記 録 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。  

第 ６ 条 第 １ 項 第 ３ 号 中 「 （ 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 磁 気 デ ィ

ス ク （ こ れ に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し て お く こ

と が で き る 物 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を も っ て 調 製 す る 住 民 票 に あ っ

て は 、 記 録 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 「 記 録 」 を 「 記 載 」 に 改 め る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 元 年 １ ２ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  


